
公 告                 令和６年１２月２５日 

  大健公告第１１６号  

号  

ダイワボウ健康保険組合  

理事長 西川 浩史  

 

規約一部変更について 

当組合の適用事業所から脱退するための規約変更について、令和６年１２月１３日付 

大健本発第１１号をもって近畿厚生局長宛に認可申請したところ、令和６年１２月２０

日付近厚発１２２０第７５号をもって認可を得たので下記のとおり公告する。 

 

記  

1． 事業所名称：ダイワボウホールディングス株式会社  

所在地：大阪府大阪市北区 

適用年月日：令和７年４月１日 

2． 事業所名称：ダイワボウ情報システム株式会社  

所在地：大阪府大阪市北区 

適用年月日：令和７年４月１日 

3． 事業所名称：ディーアイエスサービス＆ソリューション株式会社  

所在地：大阪府大阪市北区 

適用年月日：令和７年４月１日 

 

以上 


